
 

 瀬戸 議会委員会条例 一部を改正す 条例を 公 す  

  成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

   瀬戸 議会委員会条例 一部を改正す 条例 

瀬戸 議会委員会条例 昭和 瀬戸 条例第 号 一部を次

う 改正す  

次 表 改正前 欄 掲 規定を 表 改正後 欄 掲 規定 下

線 示す う 改正す

改正後 改正前 

常任委員 所属 常任委員会 称 常任委

員 定数及びそ 所管  

常任委員会 称 常任委員 定数及びそ

所管  

第 条 議員 少 く 一 常任委員

す  

 常任委員会 称及び常任委員 定数 次

す  

 ⑴ ⑷ま  ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

特別委員会 設置等  

第 条 特別委員会 特定 事件を審査又 調

査す た 必要 あ 議会 議決

設置す  

 ＜省略＞ 

 特別委員 特別委員会 付議さ た事件

議会 い 審議さ い 間在任す  

第 条  

 

常任委員会 称及び常任委員 定数 次

す  

 ⑴ ⑷ま  ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

 ＜省略＞ 

 特別委員会 設置  

第 条 特別委員会 特定 事件を審査また

調査す た 必要 あ 議会 議決

設置す  

 ＜省略＞ 

 

附 則 

条例 公 日 施行す  


